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第1 はじめに

特許権をはじめとする知的財産権が侵害されたと

考えられる場合、まずは任意の交渉で解決しようと

しますが、それでも解決できないときには、権利者

側としては、裁判所に対する法的な手続を検討する

ことになります。このとき考えられる主な手続とし

ては、特許権の侵害の場合でいえば、特許権に基づ

一特許権侵筈差止仮処分を中心に
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き侵害行為の差止を求める特許権侵害差止請求訴訟

や、特許権侵害により被った損害の賠償を請求する

損害賠償請求訴訟などが挙げられますが1、これに

加えてよく用いられるのが、特許権侵害差止の仮処

分を裁判所に申し立てる方法です。

特許権侵害差止仮処分は、民事保全法という法律

に規定された民事保全手続の一種である、仮の地位
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を定める仮処分という類型の仮処分であり(民事保

全手続の類型は後述します。)、争いがある権利関係

につぃて、債権者2に生ずる薯しい損害又は急迫の

危険を避けるために、暫定的な措置(侵害行為の差

止など)を求めることができる手続です。

特許権侵害差止仮処分がよく利用される理由とし

ては、①仮処分決定が出るまでの時間が比較的早い

こと、②仮処分決定が出れば、訴訟で勝訴したのと

同様に侵害行為を止められること、③手続を進める

ための費用が安いことが挙げられます。

①に関Lては、一般論でいえば、民事保全手続

は通常の訴訟手続よりも迅速な手続であるとされて

いますが、特許権侵害差止仮処分は、仮処分決定に

よって債務者3が製造販売行為を止めなければなら

なくなるという重大な不利益を被ることになるので、

債務者にも十分な主張を尽くさせることが必要にな

り、必ずしも通常の訴訟よりも審理のスピードが早

いというわけではありません。もっとも、差止と損

害賠償を求めて訴訟(差止訴訟のことを仮処分との

関係で「本案訴訟」といいます。)を提起するととも

に、差止の仮処分を中し立てた場合を考えると、本

案訴訟は、裁判所が侵害論の審理をして侵害の心証

を持0た時には、侵害の心証開示をして損害論の審

理に進むため、すぐに判決は出ませんが、仮処分の

方は、裁判所が侵書の心証を持った時点で仮処分決

定が出ることになるため、仮処分の方が早く販売の

差止という結果を得ることができることになります。

②に関しては、仮処分決定が出るとそれに基づ

く執行手続もすることができるため、債務者は製造

販売を止めなければならなくなります。これにより、

差止請求の本案訴訟で勝訴判決が確定したとき効果

と同じ効果が得られることになります。しかも、差

止請求の本案訴訟の場合、第一審判決に仮執行宣言

が付いていれば、原告は、第一審の判決が出た時点

で仮執行宣言に基づいて強制執行をすることができ

ますが、被告は、第一審判決に控訴をするととも判

決の執行停止の申立てをすることによって、第二審

の審理が終わるまで強制執行を停止することができ

ます。結果として、第一審判決が出ても、製品の販

売が止まらないということも起こります。これに対

して、仮処分の場合、差止の仮処分決定に対しては、

執行停止の申立てをすることができず、執行停止が

コ、

認、められることは容易ではありません。このように、

差止の仮処分手続は、強い効力を持つ手続であると

いえます。

③に関しては、差止請求訴訟を提起する場合、通

常の場合は被告の年間売上推定額などをもとにして

訴訟物の価格を算定し、それをもとに裁判所に支払

う手数料額が算出されるため、被告の売上額が大き

い場合には、その分、手数料額が大きくなります。

これに対して、差止の仮処分の場合には、売上額な

どに関わらず、一律20卯円で申し立てることができ

ます。仮処分決定が出る段階では、別途、担保金の

供託が必要になりますが、とりあえず安い費用で手

続を進めることができるという点で、権利者側に利

用しゃすい制度になっています。

今回は、実務上よく利用される特許椛侵害差止仮

処分を叩心として、仮処分の手続について、実務や

法制度の説明をしていきたいと思います。

ス 令和 7年(2025年) 10月10日(金曜日)

第2 仮処分とは

1 民事保全手続の概観

民事保全法に規定された民事保全手続には、大

きく分けて、仮差押え、係争物に関する仮処分、

仮の地位を定める仮処分という3つの種類の手続

があります(民事保全法1条参照)。

仮差押えは、債権者の金銭債権による将来の強

制執行などを実効的なものにするために、債務者

が財産を処分することを禁止して、債務者の財産

を確保しておくものです(民事保全法20条)。例

えば、貸金債権を持っている債権者は、貸金債

権請求訴訟で勝訴すれば、債務者の保有する財

産(例えば不動産)に対して強制執行をしてお金

を回収することができますが、訴訟が長くかかる

間に債務者が不動産を第三者に売却して受領した

代金を費消してしまえば、強制執行が空振りに終

わる可能性があります。そこで、訴訟を起こす前

に、債務者の保有する不動産を仮差押えすること

で、債務者が第三者にその不動産を売却すること

を禁止し、債権者が、将来、強制執行で債務者の

財産が無くなることを防ぐことができます。

係争物に関する仮処分は、係争中の特定物(非

金銭債権)に対する債椛者の引渡請求権や登記請

求椛の実現を確保するため、債務者による当該特

特許二



定物の処分を制限する手続です(民事保全法23条

1項)。例えば、賃貸中の建物において家賃の不

払が続いているため、賃貸人(債権者)が賃借人

(債務者)に対して建物明渡請求訴訟を起こす場合

に、賃借人(債務者)が勝手に第三者に建物の占

有を移すことを防ぐために、債権者が債務者を相

手に申し立てる占有移転禁止の仮処分や、債権者

が登記手続請求権を保全するために債務者を相手

に不動産の転売等を禁止する処分禁止の仮処分が

例として挙げられます。仮の地位を定める仮処分

は、前述したとおり、争いのある権利関係について

債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避け

るために、暫定的に必要な措置を命じる手続です。

仮の地位を定める仮処分は、特許権侵害差止仮処

分の他に、名誉侵害やプライバシー侵害を理由と

する出版禁止の仮処分、発信者情報の開示を命じ

る仮処分などがあります。

これらの民事保全手続に共通するのは、「本案」

の存在を前提としていることと、あくまでも暫定

的な措置であるという点です。仮差押えは、金銭

債権という本案の権利の実現を保全するために暫

定的に債務者の財産を確保しておく乎続であり、

係争物に関する仮処分は、特定物(非金銭債権)

に対する債椛名の引渡請求権や登記請求権という

本案の権利の実現を保全するために暫定的に占有

の移転や転売等の処分を禁止する手続です。また、

仮の地位を定める仮処分も、特許権に基づいて差

止を求める法的地位にあるという本案の権利関係

について、債権者が債務者に対して訴訟をしてい

ては著しい損害や急迫の危険があることから、暫

定的に、侵害行為を差し止めるという措置を命じ

る手続です。

このように、本案についての訴訟の前段階とし

て、暫定的な措置を求めるのが民事保全手続の特

徴です。

特許 ユ.
^ ス 令和 7年(2025年)10旦 10日(金曜日)( 3 )

という形で結論を出すことになります。

口頭弁論を経ない民事保全手続において、当

事者の意見を聴く手続として予定ざれているの

が、「審尋」の手続です。審尋は、当事者の主張

を聞いて整理する手続であり、特許権侵害差止

仮処分において行われる審尋は、債権者と債務

者の双方が立ち会って、口頭で双方の主張や疎

明資料について整理をする、弁論準備手続に近

い手続です。特許権侵害差止仮処分のような仮

の地位を定める仮処分においては、口頭弁論又

は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を

経なければ、仮処分命令を発令することができ

ないとされており(民事保全法23条4項)、債

権者だけでなく、債務者も立ち会った、当事者

対席の審尋期目が打われます。

これに対して、仮差押えや係争物に関する

仮処分(占有移転禁止の仮処分、処分禁止の仮

処分)は、債務者に知られると債務者が財産隠

しなどの対抗手段に出てくる可能性があるため、

通常、債務者に知らせることなく手続を進め

ます(密行性0)ある手続であるといわれます。)。

したがって、これらの手続では、審尋は債権者

に対してだけ行われ、債務者は立ち会いません。

裁判所は、債権者の審尋を行0て、疎明資料な

どがあれば補充を指示したりします。

審尋は、当事者の意見を聞いて事件を整理す

る乎続であり、証人尋問などの証拠調べ手続は

行うことはできません。

2 仮処分の審理

(1)口頭弁論ではなく「審尋」

仮処分手続をはじめとする民事保全手続は、

通常の訴訟手続とは異なり、口頭弁論を経ない

ですることができる(民事保全法3条)とされ

ており、裁判所は、「判決」ではなく、「決定」

(2)証明ではなく「疎明」

通常の裁判においては、立証すべき事実(要

証事実)については、「証明」することが要求さ

れています。「証明」とは、裁判官が要証事実の

存在につき確信を抱いた状態、あるいは、確信

を得させるために証拠を提出する当事者の行為

のことをいいます。硫信の程度については、通

常人が合理的な疑いを容れない程度の心証であ

ると解されています。

これに対し、民事保全手続においては、「保

全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、

疎明しなければならない。」(民事保全法13条2

項)とざれており、「証明」ではなく、「疎明」で

二
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足りるとされてぃます。「疎明」とは、事実の存

在が一応確からしいといった、確信よりも低い

心証の状態、あるいは、それを得させるために

証拠を提出する当事者の行為のことをいいます。

通常の裁判所においては、原告は甲第0号証、

被告は乙第0号証として証拠(書証)を提出し

ますが、民事保全手続の場合には、債権者は疎

甲第0号証、債務者は疎乙第0号証として提出

し、提出した証拠0)ことを「疎明資料」という

のが一般的です。

また、疎明の場合には、即時に取り調べるこ

とができる証拠によらなければならないとされ

ており(民事訴訟法188条)、文書提出命令の申

立てや文書送付嘱託の方法による書証の提出は

時間がかかるため許されませんし、もし口頭弁

論を開いた場合であ0ても、証人尋問や本人尋

問においてその場に在廷していない証人を呼び

出すことはできません。

なお、一般論としては、疎明は証明よりも

低い程度で足りるということになりますが、仮

の地位を定める仮処分の場合(特に特許権侵害

差止仮処分の場合)には、債務者が通常事件で

敗訴するのと同等の不利益を被るため、仮処分

決定を出すためには、通常の民事訴訟の請求認

容の場合と同程度の心証が必要であるとされて

います。このような仮の地位を定める仮処分や

特許権侵害差止仮処分の特徴については、後述

します(第2の「3 満足的仮処分について」、

第3の「4 特許権侵害差止仮処分の性質(債

権者と債務者の置かれている状況)」参照)。

特許 コ, ス

処分)や、売買契約に基づく移転登記請求権(処

分禁止の仮処分)などを指します。特許権侵害

差止仮処分における被保全権利は、特許権に基

づく差止請求権です。

また、「保全の必要性」は、民事保全に特有の

要件であり、仮差押えであれば、金銭債権(被

保全権利)について債務名義が取得されるのを

待っていたのでは、強制執行をすることができ

なくなるおそれがあるか、又は強制執行をする

のに著Lい困難を生ずるおそれがあることをい

います(民事保全法20条1項)。また、係争物

に関する仮処分であれば、その現状の変更によ

り、債権者が権利を実行することができなくな

るおそれがあるか、又は、その現状の変更によ

り、権利を実行するのに著しい困難を生ずるお

それがあることをいい(民事保全法23条 1項)、

仮の地位を定める仮処分であれば、争いがある

権利関係について債権者に生じる著しい損害又

は急迫の危険を避けるために必要があることを

いいます(民事保全法23条2項)。

被保全権利や保全の必要性は、債椛者の側で

疎明する必要があり、民事保全の審理の主な内

容は、被保全椛利や保全の必要性の有無につい

ての審理ということになります。

令和 7年(2025年) 10月10日(金曜日)

(3)疎明の対象(保全すべき権利又は権利関係

及び保全の必要性)

民事保全手続において債権者が疎明する対象

は、「保全すべき権利又は権利関係」と「保全の

必要性」です(民事保全法13条2項)。

「保全すべき権利」は、被保全権利とも言わ

れ、本案訴訟において審判対象となる請求権の

ことを指します。仮差押えであれば、金銭債権

(代金支払請求権や貸金返還請求椛など)です

し、係争物に関する仮処分であれば、賃貸借契

約終了に基づく明渡請求権(占有移転禁止の仮

(4)本案訴訟との関係

民事保全手続は、本案の存在を前提としてい

ると述べましたが、仮処分手続を申し立てる時

において、必ずしも本案の訴訟を提起している

必要はありません。本案の訴訟を提起Lないま

ま、仮処分手続において仮処分決定が出るとい

うこともあります。

も0とも、仮処分決定が出た後、いつまで

経っても本案の訴訟を提起しないという事態は、

仮処分が本案の実効性を図るための暫定的な手

続であるという制度目的からして好主しいこと

ではないので、債務者が仮処分決定(保全命令)

を出した裁判所に申し立てることによって、裁

判所が債権者に対して一定の期聞内に本案の訴

えを提起するように命じることができます(民

事保全法37条。これを「起訴命令」といいます。)。
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(5)担保

民事保全手続は、本案の結論が出るまでの暫

定的な手続であり、後日の本案訴訟で結論が覆

される可能性を含んでいることや、証明ではな

く疎明で足りるとして迅速に判断していること

などから、違法、不当な保全処分の執行によっ

て債務者が受けるであろう損害を担保するため

に、債権者に担保を立てさせたうえで、保全命

令を出Lています(民事保全法H条)。

民事保全手続において、債権者に担保を立て

させるのは、上述したように債務者の損害賠償

請求権の担保を第一の目的としていますが、債

権者に担保を立てざせることは、濫用的な保全

命令の申立てを抑止する機能もあるといわれて

います。

担保の金額は、債務者の売上などを考慮して、

裁判所が決めることになります。

担保の金額が決まると、その金類が債権者に

通知され、債権者は、その金額を怯務局に供託

します。供託が完了すると、法務局が、供託し

たことの証明となる「供託書」を債権者に発行

します。債椛者が供託書を裁判所に持0ていく

と、保全命令(仮処分の場合には仮処分決定)

が出ることになります。

特許 ゛1,
^ ス

本案の権利関係について仮の地位を定めたりする

ものですが、特に仮の地位を定める仮処分の中に

は、仮処分決定が出ることにより、本案で勝訴し

たのと同じ効果を生じるものがあり、そのような

仮処分のことを「満足的仮処分」といいます。特

許権侵害差止仮処分も満足的仮処分の一つであり、

仮処分が認められることによって、侵害行為を差

し止めることができ、本案訴訟の勝訴と同じ効力

を得ることができます。

満足的仮処分は、仮処分が認められた場合に

債務者が被る不利益が甚大になることも多いため、

特に保全の必要性は高度のものが要求されますし、

疎明といっても実際上は本案訴訟の証明と同程度

の立証が要求されることになります。

また、特許権侵害差止仮処分の場合には、競争

制限的な性質を持0ていることからさらに考慮す

べき事情がありますが、こ0)点は後記の第3の4

において述べたいと思います。

令和 7年(2025年)10月10日(金曜日)( 5 )

(6)民事保全を申し立てる裁判所

民事保全を申し立てるべき裁判所について、

民事保全怯12条 1項は、「保全命令事件は、本

案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若

しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が

管轄する。」と規定しています。

もっとも、本案の訴えが、民事訴訟法6条1

項に規定する特許権等に関する訴えである場合

には、本案の管轄裁判所が管轄することにな0

てぃます(民事保全法12条2項)。

東京地裁や大阪地裁において特許権侵害差止

仮処分を申し立てると、知的財産権部(東京地

裁でいえば、民事四部、 40部、 46部、 47部)に

係属します。

第3 特許権侵害差止仮処分の審理

1 申立段階における債権者の選択肢

前述したとおり、仮処分は本案の存在を前提と

してぃますが、仮処分を申し立てる時点で本案訴

訟を提起している必要はないため、白己の特許権

を侵害されていると考える債権者は、特許権侵害

差止請求訴訟を提起することなく、特許権侵害差

止仮処分のみを申し立てることができます。

また、本案である特許権侵害に基づく差止請求

に加えて損害賠償を請求する訴訟を提起したうえ

で、特許権侵害差止仮処分も並行して申し立てる

というケースもよく見られます。

ざらに、特許権侵害に基dく差止請求か、損害

賠償請求のどちらかだけを提起L、特許権侵害差

止仮処分を併せて申し立てるというケース、たま

に見られます。

3 満足的仮処分について

民事保全は、本案の権利の実現を保全したり、

2 審理手続

本案訴訟の提起と仮処分の申立ての両方をし

た場合、本案訴訟と仮処分事件は、同じ担当部の

同じ裁判体に係属するのが通例です。そして、多

くのケースでは、本案訴訟の弁論準備期日と同じ

日時に、仮処分事件の審尋期目を設定L、事実上、
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( 6 )

同時並行で手続を進めています。

前述したとおり、民事保全手続における疎明は、

即時に取り調べることができる証拠によってしな

ければならない(民事訴訟法188条)という制約は

ありますが、基本的に本案訴訟で提出できる書証

は、仮処分事件においても疎明資料として提出す

ることができます。

なお、現在では、本案訴訟では、 nlintSという

インターネット経由の電子提出が大半になってい

ますが、仮処分手続ではいまだにmintSを使用す

ることができず、書面を裁判所の指定する部数プ

リントアウトして紙媒体として提出する必要があ

ります。 SDGSが世問で周知されている現代社

会において、紙媒体を何部もプリントアウトさせ

て提出させるのはさすがに時代遅れと言われても

やむを得ないのではないかと思われますので、早

期に仮処分手続においても電子提出が認められる

ことが望まれます。

仮処分事件では、本案訴訟と同じく、技術説明

会を行うこともできます。本案訴訟と仮処分が祠

時並行で進んでいる場合には、事実上、一つの技

術説明会によって進められることが一般的です。

裁判所は、本案訴訟と仮処分を並行して審理を

進め、請求に理由がない(非侵害)という心証を

持った場合には、本案訴訟について棄却判決を出

すとともに、仮処分について却下決定を出します。

裁判所は、請求に理由がある(侵害)という心

証を持った場合には、本案訴訟については(損害

賠償の請求をしていれば)損害論の審理に移行し

ます(最近は中間判決を出すことなく、侵害の心

証開示をした後、損害論に移行するケースが大半

であると思われます。)。仮処分については、担保

の金額を決めて、債権者に担保を立てさせたうえ

で、仮処分決定を出します。

特許 コ、 ス

な争点となるのは、債務者製品(ないし債務者方

法)が、債権者の特許発明の技術的範囲に属する

か否か(充足論)と、債権者の特許権に無効理由

があるか否か(無効論)です。すなわち、本案訴

訟である特許権侵害差止請求訴訟と中心的な争点

は同じです。

したが0て、本案訴訟と仮処分事件が並行して

進んでいるケースの場合は、本案訴訟で提出した

準備書面とほぼ同じ内容で、仮処分の主張書面を

提出しますし、本案訴訟で提出した書証と同じも

のを仮処分の疎明資料として提出します。

仮の地位を定める仮処分においては、「債権者

に生ずる薯しい損害又は急迫の危険を避けるため

これを必要とするとき」に仮処分命令を出すこと

ができるとされていますので(民事保全法23条2

項)、特許権侵害差止仮処分における保全の必要

性の審理は、本案訴訟により結論が出ることを

待っていては債権者に著しい損害又は急迫の危険

が生じるといえるかどうかを審理することになり

ます。この要件の審理は、債務者の売上の減少や

価格のリ1き下げの状況、債権者による売上の状況、

市場における競合の状況などを考慮して判断され

ます。
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3 審理対象

民事保全手続における審理対象は、前述したと

おり、被保全権利の存否と、保全の必要性の存否

です(民事保全法13条)。

特許権侵害差止仮処分における被保全権利は、

特許権に基dく差止請求権であり、特許権に基づ

く差止請求権の存否を審理するにあたって中心的

4 特許権侵害差止仮処分の性質(債権者と債務者

の置かれてぃる状況)

前述のように、特許権侵告差止仮処分は、満足

的仮処分と呼ばれる類型の仮処分であり、本案訴

訟で勝訴したのと同じ結果が得られる仮処分であ

るといえます。また、それに加えて、特許権侵害

差止仮処分は、債権者と債務者の置かれている状

況について、以下の点を指摘することができます。

例えば、債権者の士地の上に、無権限の者が勝

手に建物を建築しようとしているため債権者が所

有権に基づく妨害排除請求をするケースについて

考えてみると、債権者の士地所有権という物権が、

士地の上に建築される建物によって、現に妨害ざ

れ、債権者の士地が自由に使えなくなるという状

況が生じます。これに対し、特許権の侵害行為が

行われるケースでは、債権者の製品の製造や販売

自体が直接に妨害されているわけではなく、債権

者は自由に製造行為や販売行為を行うことができ
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ます。債権者は、債務者による特許権の侵害行

為(債務著が債務者製品を製造、販売する行為)

によって、競争関係に立たされ、債務者の製品が

売れることによ0て債権者の製品の売上が下が0

たり、値下げを余儀なくされる、という形で問接

的に損害を受けることになります。士地の所有権

の場合と比較すると、使用処分ができなくなると

いう直接的な不利益ではなく、自己の売上が下が

るという間接的な不利益にすぎないということで

す。これに対し、仮処分が認められた場合に債務

者側が被る不利益についてみると、差止の仮処分

決定が出ることによって債務者は白らの製品の製

造販売をストップLなければならないので、場合

によ0ては会社の存続に関わるような大きな損害

が生じる可能性があります。このように、特許権

侵害の場合には、差止請求が、競業規制的な機能

を有してぃるとされており(この点を指摘した文

献として、牧野利秋「特許権侵害差止仮処分手続

の特殊性」(知的財産権訴訟寸ぎ3頁以下・東京

布井出版)など)、債権者が被る不利益は競争関係

に立つことによって生ずる間接的な損害にすぎな

いのに対し、仮処分が認められる場合の債務者の

損害は、より直接的な損害であり、場合によって

は会社の存続を脅かしかねない極めて大きな損害

が生ずる場合があります。

この点を踏まえると、特許権侵害差止仮処分

においては、誤った判断によって債務者に損害が

生じないように細心の注意を払って審理を進め

る必要があり、仮処分の迅速性を安易に強調し

て、審理のスピードを速めようとすることによっ

て、誤0た判断をしないようにする必要がありま

す。実際には、ほとんどの特許権侵害差止仮処分

においては、本案訴訟と同じ慎重さで審理を進め、

本案訴訟と同時に進行しているケースが大半であ

るといえますが、特許権侵害差止仮処分の上記の

特質をぎぇた場合には、そのような進め方は適切

であると考えられます。

ユ. ス

が、本案訴訟は第二審で結論が変わる可能性もあ

ります。

仮処分決定が出て債務者の販売行為を停止した

場合に、あとで本案訴訟において差止請求に理由

がないことが硫定した場合には、債権者側は損害

賠償責任を負うことになります。

このように仮処分は迅速に差止という結果を得

ることができる反面、もし本案で結論が変わった

場合には、損害賠償責任を負担するりスクがある

ことも充分に考慮Lておく必要があります。
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6 仮処分の執行

特許権侵害差止仮処分において仮処分決定が出

ると、債務者側は製造販売を停止するのが通常で

すが、万がー、仮処分決定が出た後も後も債務者

が侵害製品の製造販売を続けている場合には、間

接強制を卵し立てるという方法が考えられます。

間接強制は、債務者が義務を履行しない場合に、

金銭の支払いを命じることで、債務の履行を促す

手続です。

第4 結語

仮処分手毓は使い方によ0ては強力な武器になる

手続であり、本案訴訟との組み合わせ方にもいろい

ろなバターンが考えられる乎続です。仮処分を利用

する方や仮処分を申し立てられた相手方になった方

にとって、本稿が何らかの参考になれば幸いです。

5 仮処分と本案訴訟との関係

仮処分と本案訴訟とを並行Lて進める場合に

は、第一審では、仮処分の結論と本案訴訟の結論

は詞じ結論になることかほとんどだと思われます

1
差止請求と損害賠償請求を一つの訴訟で提起するこ

ともできますし、別の訴訟として提起すること、でき

ます。

仮処分をはじめとする民事保全手続においては、保

全処分を求める側を「債権老」といい、その相手方を

「債務者」と呼びます。権利関係に争いがある場合で

あっても、このような呼び力をします。

上記脚注2参照。

2

3

一つづくー

※@は8月21日付掲載
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